
いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

地域包括ケアシステムの姿

介護が必要になったら･･･

介 護

平成３７年の地域包括ケアシステムの構築に向けた本市の取組イメージ

介護予防・日常生活支援総合事業（平成２９年度～）
○ 多様な担い手によるサービス類型の拡充
○ 地域での介護予防の推進
○ 生活支援サービスの充実

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

関連施策【認知症高齢者等対策の充実】
○ 認知症初期集中支援チームの設置 など

関連施策【地域包括支援センターの強化】
○ 地域ネットワークの強化 など

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

地域療養支援体制の整備（平成３０年度～）
○ 在宅医療を支える連携体制づくり
○ 在宅医療連携拠点の整備

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス

（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

通所・入所

■介護予防サービス

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

住まい

通院・入院
日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

※ 高齢者が住み慣れた地域で生活を継続で
きるよう，２０２５年を目途に本市が目指す
「地域包括ケアシステム」の将来像につい
て整理する必要がある。

日常生活圏域
単位を想定
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地域包括ケアシステムについて

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に，重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよ
う，住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指すものです。
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出典：厚生労働省



介護予防・日常生活支援総合事業における多様な担い手によるサービス類型の拡充（平成２９年度～）
○ 従来の介護保険制度では，要支援１・２の認定を受けた方に対する「訪問介護」は，必要とする支援内容に関わらず「身体介護」「家事援助」を一体的に提供
○ 総合事業移行後においては，利用者の状況に応じた多様な担い手による多様なサービスを選択・利用することが可能

従来同様の
支援が必要 身の回りの

支援が必要
ちょっとした

手助けが必要

現

行

平
成
29
年
４
月
以
降

◎サービス内容
【身体介護】
排せつ・食事介助，清拭・入浴，身体整容，服薬介助
【家事援助】
掃除，洗濯，衣類整理，調理・配下膳，買い物

◎サービス内容
【家事援助】
掃除，洗濯，衣類整理，

調理・配下膳，買い物

◎サービス内容
【介護保険外の援助】
ゴミだし，電球交換等

介護の専門職

介護の専門職
一定の研修修了者

※高齢者の社会参加・新たな人材確保

NPO団体・地域住民
※地域での重層的な支援の充実

◆参考◆ 「訪問型サービス」 におけるサービス類型の拡充と多様な担い手のイメージ

介護予防訪問介護

予防給付相当サービス【相当】
基準緩和型サービス【A型】 住民主体型サービス【B型】

◎サービス内容 ※現行サービスと同内容
【身体介護】
排せつ・食事介助，清拭・入浴，

身体整容，服薬介助
【家事援助】
掃除，洗濯，衣類整理，調理・配下膳，買い物

サービス類型の拡充

多様な担い手

「介護予防・日常生活支援総合事業」の実施により，元気な高齢者をはじめ，
ＮＰＯ団体など多様な担い手による「高齢者を支える地域での支援体制づくり」を推進
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民間企業等

地域包括⽀援センターの強化  地域ネットワークの強化 

保健所

警察署

⾃治会・⺠⽣委員・地区社会福祉協議会・ケアマネジャー等
ボランティア

介護サービス事業者

薬局

消防署

ＮＰＯ

地域包括ケアシステムの構築には，地域ネットワークの強化が重要

市
（⾏政）

市社会福祉協議会

訪問看護
ステーション

地域会議

地域ネットワーク ：必要に応じて参加

『地域ネットワーク』：⾏政，⾼齢者等・家族，サービス事業者，関係団体，住⺠等によって構成される「⼈的資源」からなる連携

※ 市・地域包括⽀援センターが関係者，住⺠をはじめ，地域との協働により進めていく

⇒ これまで実施してきた，⾃治会，⺠⽣委員等と地域の課題等を把握・解決するための「地域会議(地域包括⽀援センター主催)」を核とし，
⾼齢者を取り巻く，より多くの関係機関・団体と地域ネットワークの強化を図る。

【個別ケース⽀援検討】
・⾃⽴⽀援に資するケアマネジメント⽀援，⽀援困難事例等
に関する相談・助⾔

・⾼齢者の実態把握，課題解決のためのネットワーク構築

【⽇常⽣活圏域】
・地域課題の発⾒，ニーズの把握，把握した課題・ニーズの
共有，地域づくり，資源開発

地域包括⽀援センター
医療機関

【主な構成委員】
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結婚・妊娠・出産・子育てなど切れ目のない支援（宇都宮市） 
 

結婚 妊娠・出産 乳幼児期 小学生 中学生 高校生 青年期（大学・就職）

       

  

結婚につながる支援 母子保健等分野 

児童福祉等分野 

家族観・結婚観の醸成 
 
 
 
 
 
 
 

など

ふれあいのある家庭づくり事業 
(家庭の日の推進，動画部門など)

ライフプラン形成支援セミナー 

映画館や成人式における啓発ＣＭの放映 

交流・出会いの場の創出 
 
 
 
 
 
 

など

自己啓発セミナー・交流会 

ボランティア活動交流事業 

農コン事業 

子育て世代包括支援センター・子ども総合相談・健康相談（電話・来所）・栄養相談（地区の栄養相談・親子の食生活相談） ／ 訪問指導（地区保健師による） 

保育環境 
受入体制 

待機児童解消に向けた供給体制の確保

保育士確保策の推進 

児童館 

保育サービスの充実（一時・病児等）

成人式の実施(情報提供，動画放

発達支援 子ども発達相談室 

早期療育支援・家族支援 

特別支援教育 

親の保健 

母子健康手帳交付(健康相談)

妊産婦医療費助成(出産月の翌々月分まで) 

妊婦健康診査 

ママパパ学級(妊娠・出産／子育て)

特定不妊治療費助成事業 

居場所づくり 

青少年の居場所づくり事業 

宮っこステーション事業 

情報発信 「宮っこ子育て応援なび」による子育て支援情報の発信 

ゆうあいひろば 

ここ・ほっと巡回相談 

健全育成・自立支援

宇都宮ジュニア未来議会 

非行未然防止啓発活動・巡回指導活動 

青少年の総合相談事業 

多子世帯 
への支援 

保育施設等の優先利用 

第３子以降保育料無料化 

一時預かり事業・ファミサポ利用助成

子ども・若者に対する保健の教育 

赤ちゃんの駅 

職業体験（キッザみや） キャリア教育の充実 ／ 中高生を乳幼児のふれあい交流事業 

障がい児通所給付事業（障がい児通所支援：児童発達支援・保育所等訪問支援・放課後等デイサービス，障がい児相談支援） 

経済的支援 児童手当※法定 

保育料の軽減(応能負担) 義務教育(無償) ※国 出産育児一時金※国

就園奨励費補助金 

高等学校等就学支援金※県 返還免除型奨学金制度 

困難を抱える家庭への支援 
(貧困，ひとり親，虐待等) 

就学援助制度 ／ 生活保護費(教育扶助費) ※国 生活保護費(生業扶助費) ※国 

ひとり親家庭への支援(就労等の自立支援，保育所等入所への配慮，子育てサービスなどの負担料減額，市営住宅の優先措置，母子父子寡婦福祉資金貸付) 

児童虐待未然防止等推進事業 
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子育てサロン・なかよしクラブ

スクールソーシャルワーカー活用事業 

子の保健 

こども医療費助成(～中学３年生まで) 

こんにちは赤ちゃん事業※法定

乳幼児健康診査・予防接種 

性と健康に関する思春期の健康教育(学校への出前講座) 

 

家庭・地域における食育の推進

若い世代への食育の啓発 たばこに関する出前講座 

薬物乱用防止出張教室 

エイズ予防教育出前講座 

要支援児童放課後応援事業 生活困窮世帯の中学生への学習支援

アルコールに関する健康教育出前講座 
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出典：内閣府
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出典：内閣府
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出典：内閣府






